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防油堤の構造等に関する基準について 

 (S52.11.14消防危第 162号通知抜粋) 

 

第１ 引火点が 130度未満の第４類の危険物の屋外貯蔵タンク（以下「タンク」という。）  

の周囲に設ける防油堤について 

 

１ 昭和 51 年４月１日以後に消防法（以下「法」という。）第１１条第１項の設置に   

係る許可を受けた屋外タンク貯蔵所のタンク周囲に新たに設ける防油堤は次による   

こと。 

  （1） 規則第 22 条第２項第９号に規定する防油堤の構造は、別記第１８によること。 

   （2） 道路は、防油堤の全部又は一部としてさしつかえないこと。この場合において、    

当該道路と他の道路等の取付け部等は、消防自動車等が容易に進入できる傾斜を    

有するものとすること。 

第２ その他の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤について 

１ 次に掲げる防油堤の新設については、第１の１の例による。 

  （1） 昭和 51 年４月１日以後に法第１１条第１項の設置に係る許可を受けた引火点      

130 度以上の第４類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のタンク      

周囲に設けるべき防油堤 

   （2） 昭和 51 年６月 16 日以後に法第１１条第１項の設置に係る許可を受けた第４類

の危険物以外の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のタンク

周囲に設けるべき防油堤 

２ 上記１に掲げるもの以外の屋外タンク貯蔵所のタンクの周囲に新たに防油堤を造     

る場合（タンクの周囲に存する防油堤と同等の機能を有するものを改修する場合を     

含む。）は、次によるものとする。 

   （1） 防油堤の構造は、別記第２０の二次防油堤の構造の例によることができるもの      

であること。 

   （2） 一の防油堤によって容量が最大であるタンクの容量の 110%以上（引火性液体の  

危険物以外の危険物のタンクを収納するものにあっては、100%以上）の容量を確  

保することができない場合には、次のいずれかによることができるものであるこ 

と。 

      ① 二以上の防油堤を別記第１９による連結工によって相互に連結すること。こ

の場合において、その容量の算定は、当該連結防油堤内に設置されているタン

クのうちその容量が最大であるタンクの 110％以上の容量を有するものとする

こと。 
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     ② 一又は二以上の防油堤の周囲に二次防油堤を設けること。この場合におい

て、その構造等は次によること。 

      ａ 二次防油堤の容量は、―つの防油堤の周囲に設置するものにあっては当

該防油堤内の容量が最大であるタンクの容量の 110%の容量から当該防油堤

の容量を差し引いた値以上の容量（以下「不足量」という。）を収納できる

容量とし、二以上の防油堤の周囲に設置するものにあっては当該二以上の

防油堤に係る不足量のうち、最大の不足量以上を収納できる容量とするこ

と。 

      ｂ 二次防油堤の構造は、別記第２０によること。 

      ｃ 二次防油堤には、その内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設け

るとともに、これを開閉する弁等を当該二次防油堤の外部に設けること。 

（3）タンクの周囲に防油堤を設置することが困難な場合においては、事業所周囲又 

は事業所の敷地内の適切な場所に危険物が事業所外に流出することを防止するた

めの防油堤を設けることとして差し支えないものとする。 

 

第３ 仕切堤の構造について 

１ 規則第 22 条第２項第 10 号に規定する仕切堤の構造は、別記第１８ ６に準じる

ものであること。 

  ２ 現に存する仕切堤については、その構造（規則第 22 条第２項第 10 号イに関する

ものを除く。）は、従前のままであっても差し支えないこと。また、既設防油堤を新

たに仕切堤として利用することとした場合においても同様であること。 

 

第４ 配管貫通部の保護措置について 

  規則第 22 条第２項第 12 号に定める防油堤等に損傷を与えないための必要な措置の内

容は別記第２１によること。 

 

 


